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２
０
１
９
年
１
月
23
日 

安
倍
首
相
が
年
明
け
か
ら
、
改
憲
発
言
を
重
ね
て
い
る
。 

４
日
の
伊
勢
神
宮
参
拝
後
の
年
頭
記
者
会
見
で
は
「
国
会
に
お
い
て

活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
、
で
き
る
限
り
広
範
な
合
意
が
得
ら
れ
る
こ
と

を
期
待
す
る
」
と
述
べ
、
５
日
に
は
改
憲
を
含
め
「
新
た
な
国
づ
く
り

に
挑
戦
す
る
１
年
に
し
て
い
き
た
い
」
と
発
言
。
６
日
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
で
も
２
０
２
０
年
に
新
憲
法
を
施
行
す
る
と
い
う
「
気
持
ち

は
全
く
変
わ
り
は
な
い
」
と
明
言
。
今
年
中
の
改
憲
発
議
を
視
野
に
入

れ
た
も
の
で
、
極
め
て
重
大
な
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
首
相

は
年
頭
記
者
会
見
で
、「
具
体
的
な
改
正
案
を
示
し
て
、
国
会
で
活
発

な
議
論
を
通
じ
、
国
民
的
な
議
論
や
理
解
を
深
め
る
努
力
を
重
ね
て
い

く
こ
と
が
選
挙
で
負
託
を
受
け
た
国
会
議
員
の
責
務
」
と
も
述
べ
て
い

る
。
こ
れ
は
、「
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
」
だ
け
で
な
く
「
三
権
分
立
」

の
原
則
を
踏
み
に
じ
る
言
語
道
断
の
姿
勢
で
あ
る
。 

報
道
を
総
合
す
る
と
、
１
月
か
ら
の
通
常
国
会
に
改
憲
案
を
提
出
し

て
、
憲
法
改
正
発
議
を
行
い
、
今
年
夏
の
参
議
院
議
員
選
挙
と
同
時
か

そ
の
前
後
（
天
皇
即
位
儀
式
の
後
と
い
う
見
方
も
あ
る
）
に
国
民
投
票

を
実
施
す
る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
現
実
味
を
帯
び
て
い
る
。 

２
０
１
７
年
５
月
に
憲
法
九
条
に
自
衛
隊
を
書
き
込
む
な
ど
の
明

文
改
憲
を
提
起
し
た
首
相
は
、
昨
年
の
臨
時
国
会
に
自
民
党
改
憲
案
の

提
示
を
目
指
し
た
が
、
野
党
と
国
民
の
た
た
か
い
に
阻
ま
れ
、
実
現
で

き
ず
に
年
を
越
し
た
。
首
相
周
辺
か
ら
さ
え
「『
安
倍
色
』
の
払
拭
」
な

ど
の
声
が
出
た
の
に
、
改
憲
発
言
を
控
え
る
ど
こ
ろ
か
、
年
明
け
の
一
連

の
発
言
は
、
改
憲
の
執
念
に
い
さ
さ
か
も
変
化
が
な
い
こ
と
を
改
め
て
示

し
て
い
る
。 

自
民
党
の
改
憲
案
の
う
ち
、
九
条
に
関
し
て
は
「
憲
法
に
自
衛
隊
を
明

記
す
る
」
と
い
う
も
の
で
、
首
相
は
「
自
衛
隊
の
任
務
・
権
限
は
変
わ
ら

な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
自
衛
隊
を
憲
法
上
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
現
行
九
条
の
下
で
は
政
府
自
体
も
否
定
し
て
い
る
「
集
団
的
自
衛
権

の
全
面
的
な
行
使
」
や
「
海
外
で
の
武
力
行
使
」
が
可
能
と
な
る
。 

こ
の
間
、
安
倍
政
権
は
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
の
閣
議
決
定
や
安
全

保
障
関
連
法
、
共
謀
罪
な
ど
、
現
憲
法
で
は
認
め
ら
れ
な
い
法
制
度
を

次
々
強
行
し
、
２
０
１
８
年
末
の
防
衛
大
綱
改
定
で
は
、「
専
守
防
衛
」

の
政
府
見
解
を
も
逸
脱
す
る
「
空
母
」
や
Ｆ
35
Ｂ
導
入
で
海
外
へ
の
軍

事
力
行
使
を
可
能
に
す
る
動
き
を
強
め
て
い
る
。 

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
法
整
備
を
進
め
て
も
な
お
、
政
権
が
九
条
改
憲
を

め
ざ
す
の
は
、
海
外
に
軍
事
行
動
を
展
開
す
る
こ
と
や
、
民
間
企
業
や
医

療
機
関
な
ど
を
「
有
事
」
と
し
て
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
動
員
す
る
こ

と
な
ど
は
、
現
憲
法
の
ま
ま
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
の
突
破
口
と
し
て

改
憲
が
狙
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。 

こ
の
た
め
、
１
月
か
ら
の
通
常
国
会
で
改
憲
提
案
や
発
議
を
さ
せ
な
い

こ
と
、
参
院
選
挙
で
改
憲
勢
力
が
３
分
の
２
を
占
め

る
こ
と
を
阻
む
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
い
え
る
。 

安
倍
首
相
の
も
と
で
の
改
憲
に
は
、
昨
年
末
の
共

同
通
信
の
世
論
調
査
で
も
、
２
０
２
０
年
に
新
憲
法

施
行
を
目
指
す
首
相
の
方
針
に
「
反
対
」
が
52
・

８
％
と
「
賛
成
」
の
37
・
６
％
を
圧
倒
す
る
な
ど
、

国
民
の
過
半
数
が
「
反
対
」
と
意
思
表
示
し
て
い
る
。 

自
民
党
は
２
月
の
党
大
会
で
改
憲
に
「
道
筋
を
つ

け
る
覚
悟
」
と
の
運
動
方
針
を
決
め
る
予
定
で
、
す

べ
て
の
小
選
挙
区
支
部
に
改
憲
推
進
本
部
を
つ
く

る
な
ど
、
改
憲
の
動
き
を
強
め
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

企
み
を
断
念
さ
せ
る
ま
で
、
憲
法
を
守
り
生
か
す
国

民
の
世
論
と
運
動
を
強
め
、
安
倍
政
権
の
改
憲
策
動

に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。 

「
あ
い
ち
医
師
・
歯
科
医
師
九
条
の
会
」
は

愛
知
県
保
険
医
協
会
と
共
催
で
、
「
憲
法
の

つ
ど
い
」
を
２
０
１
９
年
３
月
21
日
に
長
峯

信
彦
氏
（
愛
知
大
学
教
授
・
憲
法
学
）
を
迎

え
て
開
催
す
る
（
上
記
囲
み
参
照
）
。 

是
非
と
も
ご
参
加
い
た
だ
き
た
い
。 



対
話
に
よ
り
、
安
倍
改
憲
の
本
質
を

国
民
に
伝
え
よ
う 

医
師
・
歯
科
医
師
九
条
の
会
が
つ
ど
い 

｢

あ
い
ち
医
師
・
歯
科
医
師
九

条
の
会｣

と
保
険
医
協
会
は
、
第

26
回
の
憲
法
の
つ
ど
い
を
２
０

１
８
年
７
月
22
日
（
日
）
の
午
後
、

保
険
医
協
会
伏
見
会
議
室
で
開

き
、
医
師
や
市
民
ら
39
人
が
参
加

し
た
。
「
ど
う
な
る
憲
法
、
ど
う

す
る
憲
法
～
改
憲
を
許
さ
な
い

た
め
に
、
今
何
を
す
る
べ
き
か
」

を
テ
ー
マ
に
、
中
谷
雄
二
氏
（
弁 

護
士
・
名
古
屋
共
同
法
律
事
務
所
）
が
、
改
憲
の
動
き
の
現
状
と
発
議
を
さ
せ
な

い
た
め
今
ど
の
よ
う
な
行
動
が
必
要
か
話
し
た
。 

安
倍
首
相
の
改
憲
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
森
友
・
加
計
問
題
、
公
文
書
の
隠
匿
・

改
竄
問
題
と
相
継
ぐ
不
祥
事
に
よ
り
、
通
常
国
会
で
の
改
憲
発
議
を
と
の
目
論
見

が
大
き
く
外
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
統
一
地
方
選
挙
や
新
天
皇
即
位
な
ど
の
日
程

を
考
え
る
と
、
年
内
発
議
は
難
し
く
な
っ
て
い
る
が
、
安
倍
政
権
へ
の
批
判
が
弱

ま
れ
ば
予
断
を
許
さ
な
い
状
況
に
変
わ
り
は
な
い
。 

３
月
の
自
民
党
大
会
で
、
改
憲
実
現
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ
る
た
め
、
九
条
２

項
は
変
え
ず
、
自
衛
隊
を
加
憲
す
る
改
正
素
案
を
ま
と
め
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で 
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 ９条変えて戦争する国にさせないため 

      冊子「憲法９条を守ります」を普及ください 
保険医協会と「あいち医師・歯科医師九条の会」は、医師・歯科

医師としての九条を守りたい思いや、九条改定になぜ反対するのか

などをまとめた冊子を共同で作成しました。 

待合室などで、市民の方へ理解を広げていただくきっかけとして

ご活用ください。ご希望の冊数を無料でお届けします。 

◇  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇ 

申し込み先：保険医協会・医師歯科医師九条の会担当 
    TEL 052-832-1346 FAX 052-834-3584 

合
憲
と
さ
れ
る
の
は
、
集
団
的
自
衛
権

行
使
が
容
認
さ
れ
、
海
外
で
戦
争
を
す

る
実
力
組
織
と
し
て
の
自
衛
隊
で
あ

る
。
交
戦
時
に
は
基
本
的
人
権
は
制
約

を
受
け
、
公
共
の
福
祉
の
概
念
も
大
き

く
変
更
さ
れ
、
現
行
憲
法
の
本
質
を
改

変
す
る
こ
と
に
な
る
。
合
わ
せ
て
示
さ

れ
た
緊
急
事
態
条
項
も
、
ナ
チ
ス
が
ワ

イ
マ
ー
ル
憲
法
の
下
で
独
裁
国
家
を

形
成
し
た
手
法
と
同
じ
く
、
民
主
主
義

と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。 

安
倍
首
相
は
日
本
を
戦
争
す
る
国

と
す
る
た
め
、
秘
密
保
護
法
、
集
団
的

自
衛
権
行
使
容
認
、
戦
争
法
制
定
を
、

国
民
の
批
判
を
顧
み
ず
立
憲
主
義
を 

破
壊
し
て
強
行
し
て
お
り
、
在
任
中
の
改
憲
を
諦
め
て
い
な
い
。
こ
の
流
れ
を
止

め
る
た
め
に
３
０
０
０
万
署
名
が
取
り
組
ま
れ
て
い
る
が
、
何
よ
り
求
め
ら
れ
る

の
は
、
対
話
に
よ
り
安
倍
改
憲
の
本
質
と
問
題
点
を
伝
え
、
反
対
の
輪
を
広
げ
て

い
く
こ
と
だ
と
結
ん
だ
。 

「憲法を守り生かす署名」Ｑ＆Ａ （愛知保険医新聞連載記事から） 

Ｑ そもそも「９条って何ですか？」 

日本は１５年にわたる侵略戦争を行い、アジア・太平洋諸国で２０００万人以上、日本国民で３１０万人以

上の犠牲を払うなど、大変な惨害をもたらしました。また、広島、長崎で原爆の被害をうけ、唯一の戦争被爆

国となりました。 

こうした戦争への痛苦の反省から「二度と戦争はしない」という決意をこめて、憲法に九条、すなわち「戦

争放棄」と「戦力不保持」が刻まれました。外国との紛争を武力でなく平和外交で解決するという全世界への

誓いであり、日本政府がまもるべき原則です。 

この九条があるからこそ、戦後７０年余、日本が戦争に参加することはありませんでした。自衛隊も、１９

５４年の発足以降、海外で人を殺したり、殺されたりしたことは一度もありません。まさに九条は、日本が平

和国家として発展、繁栄してきた礎であり、世界に誇るべき宝です。 

いま必要なことは、九条を変えるのではなく、九条を生かした平和外交を展開することです。 

 

Ｑ 憲法に自衛隊を書き加えると、どんなことが起こるか？ 

安倍首相は、「自衛隊の任務や権限に変更が生じることはない」（２０１７年１１月２１日の衆院本会議）

といいますが、実際には大きく変わります。結論からいうと、自衛隊を憲法に明記すれば、無制限の海外での

武力行使に道を開くことになります。 

 

Ｑ 国民の権利や社会保障への影響は？ 

九条一項・二項を空文化して制限のない海外での武力行使が可能になれば、国民の基本的権利や憲法にもと

づく主張・行動にも憲法上明記された自衛隊の名で制限が可能となります。すでに、秘密保護法で国民の知る

権利を奪い、共謀罪で国民監視の強化が図られています。自衛隊を憲法に書き込めば、「国家の安全」の名で

国民の基本的人権さえもないがしろにされてしまいます。 

また、憲法九条の改憲をめざす安倍政権のもとで、軍事費の膨張が鮮明になっています。２０１８年度も、

過去最大の防衛予算を組みました。「海外で戦争する国」づくりを予算の面から推進するものです。 

そのしわ寄せは、医療や福祉など社会保障費の削減に直結します。戦後の日本は、軍事費を抑制することで、

民生分野を中心とする経済成長を促し、国民生活を向上させる力となって 

きました。自衛隊を憲法に書き込めば、軍拡に憲法上の根拠を与え、国民 

生活にも経済にも重大な影響を及ぼします。 


